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６ 障害福祉サービス 
 １ 手続きの流れ 

障害福祉サービスは介護等の支援を受ける｢介護給付｣と訓練等の支援を受ける｢訓練等給付｣、児

童の発達について、訓練等の支援を受ける「障害児通所給付」、そのほかの事業を行う｢地域生活支

援事業｣があります。サービスを利用する場合には、あらかじめ支給申請を行い、支給の決定を受け

る必要があります。(サービス内容については下記参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 内                  容 

1.対 象 者 

・障害福祉サービスを必要とする身体障害者手帳をお持ちの方、又は国で示しの

ある難病に罹患している方。 

・ただし、介護保険制度の適用を受ける方は、介護保険におけるサービス提供が

優先されます。  

2.利用に至るまで 
基本的な手続きの流れを参照してください。 

（詳細については、別冊「障害福祉サービスガイドブック」を参照ください。） 

3.利 用 者 負 担 
・原則１割負担となります。ただし、課税状況及び収入状況により、減免され

る場合があります。 

4.サービス提供事業者 
 別冊「障害福祉サービス事業所」を参照ください。 

(市)障害福祉課にお問い合わせ下さい。 

5.持参するもの 
① 身体障害者手帳  ② 個人番号（マイナンバー）のわかるもの 

③ その他必要な書類 

6.申 請 先 
 １８歳以上 (市)障害福祉課 ～ 市役所１階 ☎６５-４１４７ 

１８歳未満 (市)子育て支援課～ 保健福祉センター ☎２５-９７００ 

 

 

④サービス等 

利用計画案 

の作成 

 

 ①相談・ 

  情報収集 

 

 

(市)障害福祉課に 

ご相談下さい  

 

 ②利用申請 
③障害支援区分

の認定 

○利用希望のサービ

スが決まりました

ら､利用申請をして

いただきます。 

○相談支援の利用に

ついても､あわせて

申請していただき

ます。  

利用申請 

○障害福祉サービス等を利用する方

の意向を踏まえ､適切な障害福祉

サービスの利用となるよう､目標

を定めた計画を作成します。 

○サービス等利用計画案の作成は､

指定特定相談支援事業者に依頼す

ることができ､その場合､障害福祉

サービス利用のための支援や調整

を併せて依頼することができま

す。 

○相談支援を利用しない場合は､ご

本人又はご家族の方が作成するセ

ルフプランの提出が必要です。 

  

サービス等利用計画案の作成 

基本的な手続きの流れ（障害福祉サービスを利用する場合）（１８歳以上の場合） 

○心身の状況などについて80項目

の認定調査を行ないます。 

○認定調査と医師の意見書に基づ

いて、「帯広市障害者自立支援

審査会」での審査・判定を受

け、障害支援区分の認定を行な

います。 

※訓練等給付及び地域相談支援給

付の支給決定の場合は、障害支

援区分の認定を行ないません。  
（認定調査は必要となります） 

認定調査・障害支援区分の認定 

訓練等給付などの場合 

介護給付の

場合 
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 ２ 障害福祉サービス等の種類（介護給付分） 

介 護 給 付 

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自

宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支

援等を総合的に行います。 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、

移動に必要な情報の提出（代筆・代読を含む）移動の

援護等の外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサ

ービスを包括的に行います。 

短期入所(ショートステイ) 
自宅で介護する人が病気の場合などに短期間・夜間

も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食

事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動

の機会を提供します。 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能

訓練、療養上の管理、看護、介護、及び日常生活の世

話を行います。 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食

事の介護等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ⑤支給決定 

 （受給者証交付）  

⑥サービス等 

 利用計画の作成 

 

支給決定内容を踏まえ

て、指定特定相談支援

事業者が利用を希望す

る事業者とその利用方

法を調整し、計画を作

成します。  

  

⑦サービス利用 

 

○サービスの利用意向、介護を行なう者

の状況を聞き取った上、サービス利用

計画案（もしくはセルフプランの内

容）や障害支援区分を踏まえて、障害

福祉サービスの内容、期間、利用者負

担額等を決定します。 

○支給決定した人には、受給者証をお渡

しします。  

支給決定（受給者証交付） 

○サービス等利用計画に基づき、指定障害福祉サー

ビス事業者等に利用を申込、サービスに係る契約

を交わします。 

○契約に基づいてサービスを利用し、サービスの利

用に要する費用のうち利用者負担額を指定事業者

等に支払います。 

○相談支援を利用した場合は、定期的に指定特定相

談支援事業者より、サービスの利用状況等の確認

（モニタリング）が行なわれます。  

サービスの利用 
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 ３ 障害福祉サービス等の種類（訓練等給付分） 

訓 練 等 

給 付 

自立訓練(機能訓練) 
自立した日常又は社会生活ができるよう、一定期間身体機

能又は生活機能の向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 
一般的な企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型､Ｂ型） 

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日に共同生活を行う住居において、相談や日常生

活上の援助を行います。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した人の就労

に伴う生活面の課題に対応できるよう、一定の期間、企業・

家族等との連絡調整等の支援を行います。 

自立生活援助 

 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望

する人が、本人の意思を尊重した地域生活を送れるよう、一

定の期間、定期的な巡回訪問等により、自立生活の支援を行

います。 

 ４ 児童福祉法による障害児通所給付の種類 

障 害 児 

通所給付 

児童発達支援事業 
療育が必要な児童に、日常生活上の基本的な動作の指導や

集団生活への適応訓練を行います。 

放課後等デイサービス 

学校に通学している児童に対して、放課後や夏休み等の長

期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に

行います。 

保育所等訪問支援 
児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生

活への適応のための専門的な支援を行います。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

医療的ケアや重い障害のために外出が難しいお子さんに対

し、自宅に訪問して遊びを取り入れながら発達を促すなどの

支援を行います。 

障害児相談支援 
障害児通所支援を利用する際に障害児支援利用計画を作成

し、一定期間ごとにモニタリング等の支援を行います。 

 ５ 相談支援 

計画相談支援 

原則は、障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等を対象と

し、支給決定前のサービス等利用計画案の作成から支給決定後のサー

ビス事業者等との連絡調整、計画の作成を行い、一定期間ごとにサー

ビス等の利用状況の検証（モニタリング）及び計画の見直しを行なう

ことにより、障害者等の抱える課題の解決や適切なサービス利用を図

ります。 

地域相談 

支 援 

地域移行支援 
精神科の病院又は障害福祉施設等から地域に移行しようとする方が

地域で居住するための相談等に対応します。 

地域定着支援 
単身等で生活する場合で、地域生活の継続に不安があった時の相談

等に対応します。 

 ６ 地域生活支援事業 

地 域 生 活 

支 援 事 業 

移動支援 障害のある方が円滑に外出できるよう移動を支援します。 

日中一時支援 
介護が必要な人に日中の活動の場を提供し、見守りなどを行いま

す。 

訪問入浴事業 

自分で入浴ができない身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して

入浴の介護を受けることができます。（ただし、介護保険サービスや

生活介護の利用等が優先されます。） 
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